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第１回定例会会議録 

 

令 和 ７ 年  ３ 月  ７ 日 （ 金 ） 

開  議  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

○議長（荻原謙一君）   これより本会議を再開します。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側も全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。  

 日程に入るに先立ち、森泉謙夫議員より発言を求められていますので、これを許

可します。  

 森泉謙夫議員。  

○４番（森泉謙夫君）   議席番号４番、森泉謙夫です。本定例会３月４日の一般質問、下

水道料金比較において当町と同じ条件、１０ｍ ３当たりの１か月の税込料金にする

と申し上げましたが、正しくは「月に５ｍ ３使用する人の場合の税込月額料金は」

でした。この場をお借りいたしまして訂正し、おわびを申し上げます。  

 また、御代田町の下水道料金は月に１０ｍ ３まで定額となっており、下水道料金

の１ｍ３当たりの単価も市町村によって異なっております。そのため、使用した水

量によっては、それぞれの市町村の金額が逆転する場合もあることを申し添えさせ

ていただきます。  

 また、今回の質問にあたり、最初に小諸市の下水道料金を確認し、月５ｍ ３が基

準であると勘違いしてしまって質問をいたしました。月１０ｍ ３まで定額の当町と

の比較に最適ではない水量での話となりまして、町民の皆様方に誤解を生む可能性

のある質問となってしまいました。大変申し訳ございませんでした。  

○議長（荻原謙一君）   続いて、小林建設水道課長より発言を求められていますので、こ

れを許可します。  

 小林建設水道課長。  

○建設水道課長（小林  靖君）   改めまして、おはようございます。議案書の３１３ペー

ジをお願いいたします。  

 令和７年度御代田小沼水道事業の当初予算の添付資料としてお示ししましたキャ
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ッシュ・フロー計算書でございます。この中で、計算書の下から３つ目のローマ数

字４の資金増加額（または減少額）、マイナス１億６６２万２ ,０００円と表記し

てございますが、ここにつきまして本来ですとローマ数字の６と５の差額、または

１から３の合計が示されなければいけません。数字間違っておりますので、訂正を

させていただきます。  

 それから、訂正した資料をお示ししてございますけども、ここで訂正した数字が

１億１ ,０４０万４ ,０００円となっております。ここの意味合いは、科目が「資金

増加額または減少額」となっておりますので、意味合いとすれば減少額でございま

すけども、表記の仕方が非常に分かりづらい、紛らわしいということでございます

ので、４のところを「資金減少額」と改めて訂正をさせていただき、金額の欄につ

きましては「マイナス１億１ ,０４０万４ ,０００円」ということで訂正をさせてい

ただきたいと思います。  

 度重なる訂正がございまして、大変申し訳ございませんでした。  

 

－－－日程第１  議案第１１号  御代田財産区管理委員の選任について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１  議案第１１号  御代田財産区管理委員の選任について

を議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異

議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第１１号を採決します。  

 本案はこれに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。よって、議案第１１号  御代田財産区管理委員の選任につ

いては同意することに決しました。  

 

－－－日程第２  議案第１２号  三ツ谷地区世代間交流センターの  
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指定管理者の指定について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２  議案第１２号  三ツ谷地区世代間交流センターの指定

管理者の指定についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異

議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第１２号を採決します。  

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手多数であります。よって、議案第１２号  三ツ谷地区世代間交流センターの

指定管理者の指定については、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第３  議案第１３号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  

関する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３  議案第１３号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

 茂木重幸議員。  

○９番（茂木重幸君）   議席番号９番、茂木重幸です。この協議会の設置された目的と、

それから構成される委員の皆さんの顔ぶれを教えていただきたいと思います。  

○議長（荻原謙一君）   佐藤町民課長。  

○町民課長（佐藤聖子君）   お答えいたします。  

 カーボンニュートラル推進計画協議会につきましては、地球温暖化対策の推進に

関する法律第２２条の規定に基づき設置するものでございまして、カーボンニュー

トラル推進計画の目標値の見直しや対策、施策に関すること等について協議をして

いただきます。  

 また、森林整備につきましては、当町の行政区域面積において、山林は全体の
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５４％であることから、カーボンニュートラル推進の観点からも、森林による吸収

対策は重要になってきます。  

 本協議会では、森林整備による吸収対策における数値目標の見直しや対策、施策

についても協議するため、協議事項の一つとして森林整備も入りますが、実際の実

施については、担当課や森林組合等の事業者となります。  

 続いて、構成委員についてお答えをいたします。  

 本協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律第２２条第２項に規定するもの

のうちから組織することになります。本協議会の構成委員につきましては、現在検

討中のため変更の可能性もありますが、構成委員としては地域振興局、学識経験者、

議会、商工会議所、農業委員会、森林組合、地元企業、地元金融機関、地元エネル

ギー会社、町民等、幅広く人選を行い、それぞれの専門的な見地を踏まえ、様々な

角度からのご意見が伺える組織としての設置を予定しており、全体で１３名程度を

考えております。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   茂木重幸議員。  

○９番（茂木重幸君）   終わります。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第４  議案第１４号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第４  議案第１４号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条

例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第５  議案第１５号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する  

条例案について－－－    
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○議長（荻原謙一君）   日程第５  議案第１５号  職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第６  議案第１６号  御代田町行政手続における特定の個人を識別するための  

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人  

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第６  議案第１６号  御代田町行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第７  議案第１７号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する  

基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第７  議案第１７号  御代田町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第８  議案第１８号  御代田町滞在型農園施設設置及び管理に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第８  議案第１８号  御代田町滞在型農園施設設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    
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 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第９  議案第１９号  御代田町工業振興条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第９  議案第１９号  御代田町工業振興条例の一部を改正す

る条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１０  議案第２０号  御代田町商工業振興条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１０  議案第２０号  御代田町商工業振興条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１１  議案第２１号  御代田町町税条例の一部を改正する  

条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１１  議案第２１号  御代田町町税条例の一部を改正する

条例案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１２  議案第２２号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１２  議案第２２号  御代田町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  
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 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１３  議案第２３号  御代田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関  

する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１３  議案第２３号  御代田町非常勤消防団員に係る退職

報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１４  議案第２４号  令和７年度御代田町一般会計予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１４  議案第２４号  令和７年度御代田町一般会計予算案

についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

 五味髙明議員。  

○１１番（五味髙明君）   議案書の９６ページ、お願いします。  

 款１１項１目１節１地方交付税は、予算額１６億２ ,７８６万６ ,０００円で、前

年比７ .８％増となっています。この見積りについてお伺いします。  

 まず、積算の根拠は何であるか、また確たる自信があるのか。  

 次に、説明欄に普通交付税と特別交付税として内訳がそれぞれ表記されています。

特別交付税は臨時財源であり、臨時的に特定の経費に充てるための財源と認識して

おりますが、今回、１億１ ,７８６万６ ,０００円という端数までつけて計上してあ

ります。何か根拠があるものと考えますが、この計上した理由をお伺いします。  

 もう１点です。議案書１０５ページ、款１７財産収入項１財産運用収入目１財産

貸付収入節１土地建物貸付収入、説明欄００１、町有地貸付料で ２ ,５１６万

７ ,０００円が計上されております。この中に、一般社団法人御代田の根に貸付け

ている土地代が含まれていると思いますが、貸付料、貸付期間は、貸付料算定の根

拠は、をお伺いします。  
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 次に、この土地は旧役場庁舎跡地で、総面積の約９０％は既に売却済みで、残り

の１０％であります。売却した土地は大型分譲地が計画されていると聞いておりま

す。残り１０％を町有地として保有する必要性が見出せません。また、１０％のた

めに管理する職員の管理負担等を考えれば、早く売却して固定資産税収を得たほう

が町民益になると考えますが、売却でなく貸付けとしている理由をお伺いします。  

 以上２点、お願いします。  

○議長（荻原謙一君）   内堀企画財政課長。  

○企画財政課長（内堀岳夫君）   それでは、お答えいたします。  

 まず最初に、普通交付税に関してですが、例年同じ方法で算出しておりまして、

６年度実績ベースに対して、１月中旬に国から示される国全体の伸び率を乗じてお

ります。  

 令和７年度においては、令和６年度ベースの１４億８ ,８３０万９ ,０００円、こ

ちらの１ .６％増で１５億１ ,０００万円を計上しております。令和３年度以降、毎

年数千万円から１億円規模の追加交付があることもありまして、予算額を割ること

はないというふうに考えております。  

 それから２つ目の特別交付税ですね。特別交付税につきましては、標準的な財政

需要に応じて配分される普通交付税に対しまして、特別交付税はその自治体の財政

需要の特殊性、それからその他特別の事情を考慮して交付されるもので、確かに臨

時的な性格を持ったものであります。  

 当町の特別交付税の予算は、ここ数年は９ ,０００万円で毎年見ておりましたが、

令和５年度の実績が１億９５５万８ ,０００円、それから今年度、令和６年度は

１億２ ,０００万円程度を見込んでおりまして、算定項目に大きな変更がないこと

から、ベースとしての９ ,０００万円に１ ,０００万円をプラスしまして、１億円を

見 込 み ま し て 、 そ こ に 特 別 交 付 税 措 置 さ れ る 地 域 お こ し 協 力 隊 の 関 係 経 費

１ ,７８６万６ ,０００円を加えた、１億１ ,７８６万６ ,０００円の特別交付税の予

算を計上しております。  

 続きまして、土地の貸付料ですね。土地の貸付料で、御代田の根に貸付けている

土地代ですね。まず貸付料につきましては、来年度１６６万２ ,１４２円を見込ん

でおります。これ、前回から比べますと、５万２ ,７６７円ほど増える貸付料とし

ております。  
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 それから、貸付期間につきましては、４月１日から３月３１日までの１年間とし

ております。それから算定根拠ですが、この土地については普通財産になりますが、

御代田町の行政財産の目的外使用に関する条例、こちらを準用をしまして路線価の

６％で算出しております。路線価が上がっているため、前の貸付料よりかは増えて

いる。そういった見込みで予算計上をしております。  

 それから、あと最後ですね。理由と、売ったほうがいいんじゃないかというとこ

ろなんですけど、確かにご指摘のとおり、早期売却したほうが、特に管理面、それ

から金額面では町民益になるという考え方もあると思います。しかし、町の目的に

資する使い方で、適正な価格であれば貸し付けてもよいということでありまして、

貸し付ける方向で考えております。  

 理由につきましては、１月１６日の全員協議会において、町民課から報告があっ

たとおり、御代田の広場については親子や児童が集い、交流が生まれ、子どもの居

場所として利用されていることから、新年度についても引き続き、町と連携を図り

まして、継続していくことが望ましいと判断し、現在、覚書の締結を進めていると

ころです。  

 こうした理由から、企画財政課では普通財産でありますこの土地について貸し付

ける予定で、今回予算計上したものでございます。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   五味髙明議員。  

○１１番（五味髙明君）   終わります。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

 内堀綾子議員。  

○３番（内堀綾子君）   これについてでいいですか。一般会計でいいですか。  

○議長（荻原謙一君）   そうですよ。  

○３番（内堀綾子君）   はい。議案第２４号  御代田町一般会計予算、議案書１１３ペー

ジ、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、説明欄１２０６０、人事評価

制度支援業務委託料９５万４ ,０００円、質問１としてどのような業務をどのよう

な効果を求めて、どのようなところに委託するか。  

 議案書１１５ページ、款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、説明欄

１２０６０、ホームページ保守管理委託料３４６万５ ,０００円、委託内容の詳細
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と令和６年度の実績の保守内容を踏まえて、保守内容の見直しはした上で予算計上

か。  

 議案書１１７ページ、款２総務費、項１総務管理費、目２文書広報費、説明欄

１２０６０、例規データベース維持管理業務委託料６５８万３ ,０００円、文書管

理業務委託料１ ,７０５万円、委託内容は。  

 議案書１２０ページ、款２総務費、項１総務管理費、目６企画費、説明欄１、

０１０３０、長期振興計画・総合戦略審議会委員報酬３３万６ ,０００円について

４点。委員の人数、委員会開催日程と回数の計画は。審議員は特別職の公務員にな

ると思うが、町民の方に審議員の公表はどのように行うか。  

 また、議案書１２１ページの１２０６０、長期振興計画策定業務委託料８７８万

９ ,０００円、これは審議会委員と委託先で同一の方、重複はないのか。  

 次に、同じページ１２１ページ、款２総務費、項１総務管理費、目６企画費、説

明欄１２０６０、駅前整備検討業務委託５５６万６ ,０００円、これにつきまして

は 小 井 土 議 員 の 一 般 質 問 に 進 捗 な ど は 詳 し く あ り ま し た の で 、 ５ ５ ６ 万

６ ,０００円の中身について詳細をお願いいたします。  

 議案書１３０ページ、款２総務費、項５統計調査費、目２指定統計費、説明欄１、

０１０７０、調査員報酬５４３万５ ,０００円について２点。調査員の現在の人数

は。また、２点目として報酬の算定方法は。  

 議案書１３６ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目１老人福祉費、説明欄

１２０６０、高齢者等ごみ出し支援事業委託料７２万円、質問二つあります。事業

内容の詳細と支援者側の対象範囲、支援を受ける側の対象範囲は。２として、委託

先はどのようなところを考えているか。  

 議案書１８２ページ、款１０教育費、項１教育総務費、目２事務局費、説明欄

１８０５０、小中学校探求学習補助金１００万円、こちら予算のほうでひとくくり

で１００万円となっていますが、町立３校にどのような配分を行うのか。また、二

つ目の質問として教職員の働き方改革途中の現在と、小中学校の詰め込み過ぎ教育

も叫ばれる中で通常の業務、先生方にとっては業務、生徒にとっては授業に支障を

生まないことが一番、３校が実際に行う内容についてお知らせください。  

 議案書、次のページ１８３ページ、款１０教育費、項１教育総務費、目２事務局

費、説明欄１２０６０、ＩＣＴ支援員委託料１０４万円、各校年間何回で、１回何
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時間、ほかの市町村では授業のサポートも含めた予算計上をしているところもある

が、御代田町では額が少ないのでどのような支援を期待しての金額か、詳細をお伺

いしたい。  

 議案書１８３ページ、款１０教育費、項１教育総務費、目２事務局費、説明欄

０５０─１、ＧＩＧＡスクール整備事業経費５ ,０２４万６ ,０００円、事業詳細を

お知らせください。  

 議案書２０１ページ、款１０教育費、項１保健体育費、目２体育施設費、説明欄

１２０２０、バスケットゴール点検委託料４４万円、対象施設はどこでしょうか。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   荻原総務課長。  

○総務課長（荻原春樹君）   それでは、私のほうから議案書の１１３ページにあります、

人事評価制度支援業務委託料９５万４ ,０００円についてご説明をさせていただき

ます。  

 こちら、平成２８年に策定をしました御代田町人事評価制度につきまして、これ

までの運用の中で見えてきた課題を解決するため、また策定から８年が経過しよう

としている中で現状に即した制度設計にするために、改正するための支援業務とな

っております。  

 具体的には、部門、管理職との面談や職階ごとの被評価者の効果要素、行動基準

案の作成、評価結果の処遇への反映基準案の作成、新制度における改正事項の説明

を含む人事評価制度研修の開催が含まれているものであります。  

 制度設計の改正による効果につきましては、行政課題が年々多様化・複雑化して

いる状況下で、今の町が求める職員像に合った評価軸、方法にすることとしまして、

評価結果が適切に処遇へ反映されるよう見直すことで、職員の納得感を醸成し、仕

事に取り組む意識を高め、ひいては行政サービスの向上につながることを期待して

のことでございます。  

 また、職員一人一人の能力を公平かつ公正に評価して人材を育てることで、前向

きに生き生きと働くことのできる職場の実現を目指しております。  

 最後に、委託先についてですが、平成２８年の御代田町人事評価制度の策定の支

援に始まり、毎年の職員研修もお願いしております、御代田町の人事評価制度に精

通している委託業者に依頼する予定でございます。  
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 次に、議案書１１５ページのホームページ保守管理委託料についてでございます。

こちらにつきましては、令和６年度にはホームページ編集システム保守と、ホーム

ページのサーバー使用料をそれぞれ委託料と使用料に分けておりましたが、実際に

はサーバーの使用と保守も担っていただいていたため、令和７年度から同じ委託料

に統合をさせていただきました。  

 さらに、暗号化対応ができていなかった縄文ミュージアムのホームページも、将

来的に町ホームページと同じ基盤に移管できるようにリニューアルするための委託

も含んでいるため、例年よりも増額となっているところであります。  

 令和６年度の委託内容としては、町公式図書館、空き家バンクのホームページの

サーバーの保守管理利用料とＳＳＬ証明書の更新作業、システム操作研修、ホーム

ページ編集システムの保守管理となっております。  

 トップページのバナーや写真の差し替え、ホームページ容量の増減、添付ファイ

ルの管理、公開終了ページの削除などをタイムリーに対応いただいている状況でご

ざいます。  

 続きまして、議案書の１１７ページであります。初めに、例規データベース維持

管理委託料６５８万３ ,０００円でございますが、現在、町で御代田町例規集デー

タベースシステムを運用しております。この例規データベースシステムの維持管理

業務に加え、令和７年度から例規集の管理業務をしている事業者が変更となること

によりまして、この構築費用、また日頃の条例改正などによるデータベース更新や

法制執務に係る職員に対する支援業務、法令の改廃情報の迅速な把握・提供を受け

るための業務委託料となります。  

 また、令和７年度においては、ただいま申し上げました例規集データベースシス

テム維持管理などの業務に加え、今後ＤＸ推進による様々な行政手続のデジタル化

を進めていく上で、デジタル化を阻害する書面や対面で処理しなければならないア

ナログ的な規制の見直しを実施することとしております。  

 続きまして、その下になりますが、文書管理業務委託料１ ,７０５万円について

であります。こちら、現在、庁舎内の文書管理については、文書管理システムを使

用しまして、文書目録や保存年限の登録を行い、紙ベースの書類の保存や廃棄の管

理をしているところでございます。令和７年度に予定をしております文書管理業務

委託料１ ,７０５万円においては、現在、使用しております文書管理システムに関
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する追加機能として電子決済システムを導入する予定でおります。  

 電子決済を導入することによりまして、文書の起案、決済、文書保存、廃棄まで

を文書管理システム上で完結できるようになります。懸案文書の持ち回り時間の軽

減が期待されているところであります。また、将来的なリモートワーク導入時にお

いても、起案、決済が可能となり、職員の多様な勤務体制の構築の一助になるシス

テムであると考えております。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   内堀企画財政課長。  

○企画財政課長（内堀岳夫君）   それでは、議案書の１２０ページからお答えいたします。  

 まず、長期振興計画の審議会委員の関係ですが、委員の人数につきましては

１４名を予定しております。それから、審議会の回数ですね、日程と回数につきま

しては現状５回を想定しておりまして、第１回は４月の開催を予定しております。

２回目以降は、まだ決定しておりませんが、全体のスケジュール感から７月、９月、

１１月、２月で開催したいと考えております。  

 それから、審議会委員の公表についてですが、審議会委員の位置づけにつきまし

ては、非常勤特別職の公務員とされております。公表については、４月の第１回審

議会後を予定しております。また、令和７年度末に計画策定して製本されますので、

その計画書の中にも審議会の委員名簿を記載する予定でございます。  

 続きまして、長期振興計画の策定支援業務委託料、こちらと同一、重複ないかと

いうことでございますが、こちらの委託料につきましては長期振興計画策定に関す

る支援業務について、株式会社ぎょうせいに委託をする業務になっております。そ

のため審議会につきましては計画の諮問機関でありまして、町議会それから農業委

員会、商工会、民間事業者などで委員構成されておりますので、委託先と審議会の

委員が重複するということはございません。  

 続きまして、１２１ページ、駅前の整備検討業務委託です。それで、金額が

５５６万６ ,０００円で、内容から内訳ですね、内容については一般質問でお答え

しましたので、予算の内訳ですが、まず住民ワークショップ、それからサウンディ

ング型市場調査、こちらに関する支援としまして約９０万円、それから資料の作成

におきましては約８０万円、それから意向調査などに係る人件費としまして９０万

円、それからその他の経費、それからプラスそのほかの事務経費、足しまして約



２１０ 

２００万円で合計の今の予算額で見積もっております。  

 続きまして、議案書の１３０ページになります。統計調査の調査員報酬につきま

しては、調査員の人数は現状今８８名で予定をしております。それから、報酬につ

きましては、都道府県ごとに国で定められております。まず、一つの調査区を受け

持つ調査員の報酬が４万６ ,１６０円で、５４名を見込みまして、合計で２４９万

２ ,６４０円。それから、二つの調査区を受け持つ調査員の報酬につきましては

８万６ ,５２０円、こちらが３４名を見込みまして２９４万１ ,６８０円、合計で

５４３万４ ,３２０円で予算計上をしております。  

 なお、こちらの正式な調査数ですね、こちらにつきましては今後国から示されま

すので、予算につきましては前回の国勢調査の数字を参考にして、今予算計上して

いるところでございます。  

 以上になります。  

○議長（荻原謙一君）   浅川保健福祉課長。  

○保健福祉課長（浅川英樹君）   それでは、議案書の１３６ページ、中段やや下、款３民

生費、項１社会福祉費、目２老人福祉費の高齢者等ごみ出し支援事業委託金につい

て、お答えをいたします。  

 町では、令和７年度から高齢者等ごみ出し支援事業の実施について計画をしてお

ります。この事業は、ご自身でごみの集積所まで家庭ごみを出しに行くことが困難

であり、身近に手助けをしてくれる方がいない高齢者や障害をお持ちの方に対して、

単にごみ出しだけを支援するものではなく、安否確認を兼ねた支援をすると、そう

いった目的で実施をするものでございます。  

 対象者につきましては、町内に住所があり、世帯全員が車を運転できないなどの

理由により、ごみ集積所にごみをご自身で出すことが困難な方、また敷地内に

６５歳未満の親族がおらず、親族や周辺の居住者、地域ボランティアなどから継続

的に支援を受けられない方で、次の３点のいずれかに該当する世帯に属する方とな

っておりまして、その３点には一つ目に６５歳以上の一人暮らし又は６５歳以上の

みの世帯の方、二つ目に障害者のみの世帯又は６５歳以上の方と、障害者のみの世

帯の方で身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれかの交付を

受けている方、三つ目にその他町長が特に必要と認める方となってございます。  

 収集回数や利用者負担額につきましては、月に２回程度、２回の収集で１回につ
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き１５０円の利用者負担を予定しております。今説明させていただいたとおり、非

常に安価な負担額と要件も緩い要件としておりますが、インフォーマルサービスが

受けられない方、身近な方の支援がない方の最後の砦として町が支援をするという

ものでございます。皆様には、その趣旨を十分ご理解の上、ご利用いただきたいと

いうふうに思っております。  

 このインフォーマルサービスというものは、家族をはじめ近隣や地域社会、ＮＰ

Ｏですとか、ボランティアなどが行う援助活動のことで、公的なサービス以外のも

のを指しております。なお、初年度の利用の推移を見守り、予想を超える件数とな

った場合には、少し要件を厳しくしていくといったことですとか、支援の方法の見

直しも視野に入れております。  

 委託先につきましては、町が許可を出している家庭ごみの収集運搬業者、こちら

を予定しておるところでございます。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   阿部教育次長。  

○教育次長（阿部晃彦君）   それでは１８２ページ、小中学校探求学習補助金についてで

すが、こちらの探求学習を進めていく上での要望額を各校に確認をしたところ、小

学校が１クラス当たり２万円程度、中学校が３万５ ,０００円程度でした。これを

基準額とし、普通教室数を乗じて積算をしております。  

 北小学校が２２万円、南小学校が３６万円、中学校が４２万円、合計で１００万

円の計上となっております。  

 それから、実際に行う内容ということでございますが、学級や学年また担任の先

生によりましても取り組む内容は様々ですが、例えば農業に触れる農業体験ですと

か、産業に触れるため地元の企業を訪問する社会科見学などが挙げられます。  

 小中学校共通の考え方として、「みよた学」を中核とし、総合的な学習の時間や、

社会科あるいは特別活動などの授業で、郷土について学び、自ら問題意識を持ち、

自主的に学ぶ力を育成するために探求的な学習に力を入れていくとしております。  

 そして、これらを総合する場として、中学生模擬議会を位置づけ、学んできた知

識や技能等を関連づけて、思考、判断し、行動する力を養っています。  

 一方で探求学習では様々な費用が発生する状況があり、なかなか幅を広げること

ができないといった現状もあります。  



２１２ 

 このようなことから、今も行っています小中学校で行う探求的な学習に係る費用

に対して補助を行うものでございます。  

 それから次に、１８３ページ、まずＩＣＴ支援員の委託料でございますけれども、

こちらは小中学校あわせて年間３５日間の訪問回数で、１日の勤務時間７時間とし

ております。  

 各月の回数及び支援時間については、各学校の要望に沿った柔軟な対応を取って

いきたいと考えております。  

 業務内容につきましては、小中学校に導入されている学習用ソフトやＩＣＴ機器

等を活用し、授業におけるコンピューター活用の提案や授業支援、また情報モラル

教育に関する研修会の開催や授業支援などで、当町でも授業のサポートを含んでい

ます。  

 金額につきましては、前年度が２１３万９ ,０００円、本年度が１０４万円です

ので、前年度に比べ１０９万９ ,０００円の減額となっています。  

 これはＧＩＧＡスクール構想が５年ほど経過し、教職員もＩＣＴ機器の活用等に

自己研さんを重ね、スキルが向上していることを踏まえ、年間の訪問日数を半分程

度に減らしたことが要因でございます。  

 回数等は減りますけれども、児童生徒の情報モラル教育の推進や教職員のＩＣＴ

機器の活用などのスキルアップに力を貸していただきたいと考えております。  

 それから、ＧＩＧＡスクール整備事業経費全体についての事業詳細ということで

ございますが、まず消耗品費９３万５ ,０００円は、こちら小学校の学習支援ソフ

トの購入費用です。  

 それから一般修繕料２９７万円は、学習用端末の修理に係る費用として、予算上

は９０台分を見込んでおります。  

 パソコンのセットアップ手数料につきましては、学習用端末の更新時のセットア

ップ手数料として５０２台分の計上でございます。  

 ＩＣＴ支援員の委託料につきましては、先ほどお答えしたとおりです。  

 それから学校職員室ネットワーク等環境整備業務委託料、こちらにつきましては、

教職員が使用する公務用パソコンのソフトウェアの更新作業委託料で、３校分あわ

せまして１４８万８ ,０００円となっております。  

 それからＩＣＴ環境保守サポート業務委託料３１９万５ ,０００円ですけれども、
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こちらはＧＩＧＡスクール構想により整備した学習用端末の運用サポート業務、そ

れからＩＣＴの活用支援、またＩＣＴの活用における研修会の開催、故障端末の回

収、修理依頼、返却業務について、一括で専門業者に委託するものとなっておりま

す。  

 パソコンソフト使用料１ ,１３５万１ ,０００円につきましては、中学校の学習用

端末等入替えに伴います共同学習支援ソフト使用料として１３８万１ ,０００円と

小中学校全端末のフィルタリングソフトが契約期間満了となるため、再度導入する

費用としまして９９７万円を計上しています。  

 それから最後にパソコンでございますが、令和７年度は使用頻度が最も高い中学

校の学習用端末を入れ替えるため、１台当たり５万円の５０２台分で２ ,７６１万

円を計上しております。  

 それから２０１ページ、バスケットゴールの点検委託料でございます。  

 こちらは、対象はＢ＆Ｇ海洋センターのバスケットゴールでございます。令和

６年度にＢ＆Ｇとやまゆり体育館、それぞれバスケットゴールの点検を実施し、そ

のうち、やまゆり体育館のバスケットゴール等はひび割れ等が見つかったことから、

令和７年度に設備の更新を予定しています。よって、更新するやまゆり体育館は点

検不要ですので、令和７年度はＢ＆Ｇ海洋センターのバスケットゴールが対象とな

っております。  

 以上でございます。  

○議長（荻原謙一君）   内堀綾子議員。  

○３番（内堀綾子君）   議案書１１５ページの款２総務費、項１のホームページ保守管理

委託料ですが、サーバーの容量はどのくらいになりますでしょうか。  

○議長（荻原謙一君）   荻原総務課長。  

○総務課長（荻原春樹君）   ちょっと資料手元にないもので、ここではお答えできません。

お願いします。  

○議長（荻原謙一君）   内堀綾子議員。  

○３番（内堀綾子君）   議案書１１７ページ、先ほど電子決裁も行うということでしたが、

この行政記録の保存がより確実になるってことでよろしいですか。  

○議長（荻原謙一君）   荻原総務課長。  

○総務課長（荻原春樹君）   そういうことも含まれたり、紙での保存というのが極力少な
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くなるので、そういったところもあわせて実施されるということになります。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   内堀綾子議員。  

○３番（内堀綾子君）   次、議案書１２０……。  

○議長（荻原謙一君）   議員の本案に関する質疑は３回を超えますので、まとめてくださ

い。  

○３番（内堀綾子君）   以上です。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

 中山温夫議員。  

○７番（中山温夫君）   それでは、議案書の１３９ページ、お願いします。  

 款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費１２０６０、こども計画策定

委託料３３２万円についてですが、令和６年度に作成している子ども・子育て支援

計画との関連性についてと作成する委託についての委託する内容、それから作成の

スケジュールについてお願いします。  

 それから１６６ページ、款７商工費、項１商工費、目２観光費０１０─０１、観

光総務一般経費１ ,９７７万８ ,０００円の予算のうち、魅力発信事業についての令

和７年度の事業計画についてお願いします。  

 それから、現在関東圏域で暮らしている町内出身者などへの、この事業について

の情報発信や連携について考えていることがあったらお願いします。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   佐藤町民課長。  

○町民課長（佐藤聖子君）   １３９ページ、こども計画策定委託料３３２万円についてお

答えいたします。  

 本年度策定しております子ども・子育て支援計画との関連でございますが、こど

も計画はこども基本法に基づき子ども施策を定める計画です。  

 勘案すべきこども大綱では、子どもが生きやすい社会を実現するための政策を考

える上で大本となる方針を定めており、当町もこれに基づいて策定してまいります。  

 本年度に第３期計画を策定している子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子

育て支援制度を推進していくための提供体制をどのように整え、どのような子育て

支援を進めていくかを決めるための計画です。  
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 こども計画は、本年度策定している子ども・子育て支援事業計画のほか、子ども

の貧困対策計画や子ども・若者計画の内容を含んだ子ども分野の総合計画に当たる

ものとなっております。  

 続いて、委託内容でございますが、子ども・若者に対するアンケートの実施、集

計、分析、骨子案の検討、作成を委託してまいります。  

 なお、子育て家庭へのアンケートは本年度実施したものを生かす予定でございま

す。  

 続いて、作成のスケジュールでございますが、計画策定のスケジュールといたし

ましては、５月頃にプロポーザルを実施する予定で、その後決定した業者と協議し

ながらアンケートを実施し、集計、分析、骨子案の作成を行い、子ども・子育て会

議やパブリックコメントを得て、令和８年３月に策定を完了する予定でございます。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   木内産業経済課長。  

○産業経済課長（木内一徳君）   １６６ページ、観光総務一般経費の中の魅力発信事業経

費でございますが、少しちょっと分かりづらいので簡単に内訳のほうを最初に説明

させていただきます。  

 まず、観光ＰＲ等報償費、こちらの３４万６ ,０００円、それから普通旅費の一

部として１４万５ ,０００円、費用弁償１１万７ ,０００円、消耗品の一部として

１７万５ ,０００円、賄い材料費の一部として５０万１ ,０００円、手数料２万

３ ,０００円、それから自動車借り上げ料９万円、駐車場利用料２万６ ,０００円、

会場の借り上げ料が６７万９ ,０００円、合計で２１０万２ ,０００円、こちらが魅

力発信事業経費でございます。詳細については、委員会で説明させていただきます。  

 ご質問の事業計画につきましては、令和７年度は東京ミッドタウン八重洲内にあ

る「ＰＯＴＬＵＣＫ  ＹＡＥＳＵ」と「銀座ＮＡＧＡＮＯ」で魅力発信事業の実施

を計画しています。  

 当町のＰＲ事業は、これまで江東区民まつりをはじめ、様々なイベント会場に出

展をして、高原野菜など町の特産品を販売しながら不特定多数の方にＰＲをしてき

ましたが、この魅力発信事業はあらかじめテーマを決めて、そのテーマに関心のあ

る方を対象として、より深く御代田町を知ってもらう形態で実施していく予定です。  

 昨年１２月には試験的な取り組みとして「ＰＯＴＬＵＣＫ  ＹＡＥＳＵ」で「信
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州・御代田を知る会」を開催し、１１５名参加の下、そば打ちパフォーマンスや町

長とゲストによるトークセッション、新そばと地酒などを味わっていただきながら

の交流会を実施して、当町への移住やふるさと納税、観光などに関する内容をＰＲ

しました。  

 令和７年度は、町内への移住や食と農業、町内企業の紹介など、テーマをより具

体的に絞って実施したいと考えています。  

 なお、当初予算では、昨年１２月に実施した事業費を踏まえ、「ＰＯＴＬＵＣＫ  

ＹＡＥＳＵ」と「銀座ＮＡＧＡＮＯ」それぞれ１回ずつ開催する事業費を計上しま

した。今後東京でこのような事業を定期的に実施していくことで、当町の知名度向

上につながり、コアな御代田ファンが生まれてくるものと考えています。  

 こちらの事業については、現在県の元気づくり支援金の申請をしていますので、

採択された場合は「ＰＯＴＬＵＣＫ  ＹＡＥＳＵ」での開催を１回分増やすことを

考えています。  

 元気づくり支援金に採択された場合は補正対応させていただきたいと思っており

ますので、その際は議員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

 続いて、二つ目の質問です。  

 関東圏で暮らしている町内出身者などの方々への情報発信や連携についてという

ことでございます。  

 昨年１２月に試験的にＰＲ事業を開催した際には、町長、副町長、町職員をはじ

め、議会からは正副議長と町民建設経済の常任委員長、それから商工会長、観光協

会長、そば打ちパフォーマンスと新そば提供に携わっていただいたまちづくり協議

会の方たち、それからトークセッションに携わっていただいたＧｏｋａｌａｂ（ゴ

カラボ）の方に参加いただきました。  

 今後、継続的に本事業を実施していくには、毎回これだけのメンバーに参加して

いただくことは難しい状況がありますので、町関係者だけでなく、東京首都圏に住

んでいて、御代田のよさを知っている方々にサポートしてもらう仕組みを構築して

いきたいと考えています。  

 令和７年度の魅力発信事業では、学生など若い方で東京方面にお住まいの町内出

身者にも、成人式などの場を活用して参画を呼びかけていきたいと考えています。

これにより若い方にふるさと御代田のよさを一緒にＰＲし、御代田町を考えてもら
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うことで、将来的には町の活性化や発展に寄与していくことにつながると考えてい

ます。  

 また、各方面で活躍されている方が加入する東京御代田会を通じて周知を図るこ

とで、より幅広い方面に周知していくことができるのではないかとも考えています。  

 議員の皆様にもお知り合いの方などいらっしゃいましたら、ぜひお声かけいただ

けると幸いでございます。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   中山温夫議員。  

○７番（中山温夫君）   終わります。  

○議長（荻原謙一君）   日程第１４  議案第２４号  令和７年度御代田町一般会計予算案

について審議中ですが、この際、暫時休憩します。再開はブザーにてお知らせしま

す。  

（午前１１時０２分）  

（休   憩）    

（午前１１時１４分）  

○議長（荻原謙一君）   休憩前に引き続き本会議を再開し、質疑を続行します。  

 荻原総務課長から発言を求められていますので、これを許可します。  

 荻原総務課長。  

○総務課長（荻原春樹君）   先ほどの内堀議員の質問にお答えをさせていただきます。  

 この休み時間中に事業所のほうに連絡を取ったんですが、公開している情報でな

いので、今すぐここでお答えできないというようなことを言われまして、ここで答

弁できませんが、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

 池田るみ議員。  

○１０番（池田るみ君）   議席番号１０番、池田るみです。３点について質問をいたしま

す。  

 議案書１４０ページ、款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、説明

欄の０８０─０１、幼稚園振興経費１８０５０、多様な集団活動事業の利用支援

３６０万円の支援内容について。  

 次に１５３ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、目４環境衛生費、説明欄
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０１０─０１、環境衛生一般経費１８０５０、飼い主のいない猫に対する不妊・去

勢手術補助金９７万５ ,０００円は、令和６年度までの補助率２分の１から全額補

助して予算額も増額をしたということでありますが、現在の補助金交付要綱第４条

では、補助金の額は手術に要した費用の２分の１とし、不妊手術に当たっては１回

１万円、去勢手術に当たっては１回５ ,０００円を限度とするとあります。この上

限額も撤廃し、手術に要した費用の全額の補助となるということでしょうか。また、

そのほかに要綱の変更はありますでしょうか。  

 また、令和６年度の当初予算３０万円と今定例会の補正予算２２万円とあわせて

５２万円に対しまして約２倍の予算となっておりますが、何頭分の補助を見込んで

いるのでしょうか。  

 ページ１６２ページ、款６農林水産業費、項２林業費、目３森林整備事業費、説

明欄の０１０─０１、森林整備事業経費１２０６０、観光地等の景観整備に関する

事業委託料１５０万円の委託内容についてお聞きします。  

○議長（荻原謙一君）   佐藤町民課長。  

○町民課長（佐藤聖子君）   １４０ページ、多様な集団活動事業の利用支援３６０万円の

支援内容についてお答えいたします。  

 本事業は、地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設及び地域子ども・子育

て支援事業の量的拡大を進める上で、地域や保護者のニーズに応えて、地域におい

て重要な役割を果たし、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を提供

している施設を利用している子どもの保護者に対し、経済的負担を軽減する観点か

ら、その利用料の一部を助成するものでございます。  

 本事業実施要綱に定める資料を提出した施設に通園する児童が対象となりまして、

現在対象となる施設は「森のようちえんぴっぴ」さんでございます。通園するお子

様１人当たり一月２万円を上限として助成いたします。  

 なお、本事業は、国・県の補助金である子ども・子育て支援交付金において、国

３分の１、県３分の１の補助を受け実施いたします。  

 続いて１５３ページ、飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術補助金９７万

５ ,０００円についてお答えをいたします。  

 令和５年７月より実施しております飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術補

助金事業は、令和５年度が、雄３０頭、雌４０頭に対して補助金を支給しており、
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令和６年度は３月１日現在で、雄２１頭、雌３３頭に対して補助金を支給しており

ます。  

 ボランティアや町民の皆様のご協力により、多くの飼い主のいない猫の不妊・去

勢手術が行われてきました。  

 今回、令和７年７月１日から補助率２分の１を撤廃できるように要綱改正を進め

ております。  

 今 回 の 改 正 で 、 補 助 額 の 上 限 で あ る 避 妊 手 術 １ 回 １ 万 円 、 去 勢 手 術 １ 回

５ ,０００円に変更はございません。また、今回の改正では、申請書兼請求書の押

印の廃止、また、添付書類として提出いただいている手術前後の写真を手術後の写

真のみに変更するといった申請手続に係る書類の見直しも行っております。  

 続いて、何頭分の補助を見込んでいるかというご質問でございますが、令和７年

度当初予算につきましては、令和５年度及び令和６年度の実績値から算出した数値

を基に、近隣自治体で補助率２分の１を撤廃した際の伸び率約４８％を見込んで算

出しており、令和７年度では、雄５３頭、雌７１頭を見込んでおります。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   木内産業経済課長。  

○産業経済課長（木内一徳君）   議案書１６２ページ、目３森林整備事業費、説明欄の観

光地等の景観整備に関する事業委託料１５０万円の内容でございます。  

 観光地等の景観整備に関する事業は、森林税を財源とした市町村の森林整備を支

援する県の補助事業です。  

 委託内容は、しゃくなげ公園駐車場から真楽寺を望む眺望を確保するため、森林

内の支障木を伐採する事業です。  

 しゃくなげ公園駐車場南東の森林は町管理の松林ですが、樹齢６５年を経過して

高木となり過密化しているため、森林内に光が差し込まず暗い状態となっているた

め、高木の伐採と集積、灌木を除去し、公園の眺望の確保や景観の向上を図り、観

光地としての魅力向上につなげていきたいと考えています。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   池田るみ議員。  

○１０番（池田るみ君）   飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術の補助金のほうで、

上限額はあるということでありますけれども、２分の１の補助率がなくなるという
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ことで、利用者が増えると考えます。  

 令和６年度については、今回補正予算で対応をしていただいているわけでありま

すが、令和７年度、途中で予算額に達した場合の対応はどのように考えているのか

お聞きします。  

○議長（荻原謙一君）   佐藤町民課長。  

○町民課長（佐藤聖子君）   年度途中で予算額上限に達しました場合は、補正予算を組み

たいと考えております。  

○議長（荻原謙一君）   池田るみ議員。  

○１０番（池田るみ君）   終わります。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

 尾関充紗議員。  

○２番（尾関充紗君）   議案書１６０ページをお願いします。  

 款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、節１４工事請負費、クライン

ガルテン事業経費の施設改修工事費１４９万６ ,０００円について、工事内容を教

えてください。  

 残り４点、お願いします。  

 議案書１６４ページ、お願いします。  

 款６農林水産業費、項３農地費、目２土地改良維持費、節１４工事請負費、農道

用水等維持補修工事５ ,３００万円のうち、町長の招集挨拶でも説明があった雪窓

湖遊歩道整備工事３ ,０００万円について、雪窓湖の魅力を高めるための取り組み

とのことだが、具体的な事業計画と内容は。また、住民ワークショップなどで意見

公募の予定はありますでしょうか。お聞かせください。  

 次、議案書Ｐ１６５ページ。  

 款７商工費、項１商工費、目１商工振興費、節１８負担金補助金及び交付金、商

工会補助金９５８万円について、昨年度当初予算より５９８万円の増額となってい

ると思いますが、理由についてお聞かせください。  

 次、議案書１７３ページ。  

 款８土木費、項４都市計画費、目１都市計画総務費、節１２委託料、空家実態調

査業務３０２万５ ,０００円について、業務委託内容と空家実態調査の進め方につ

いてお聞かせください。  
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 次、議案書１７６ページ、款８土木費、項５住宅費、目１住宅管理費、節１２委

託料、景観計画策定支援業務委託費７１０万９ ,０００円について、予算計上に当

たり、これまでの経過とまた令和７年度の業務委託内容についてお聞かせください。  

○議長（荻原謙一君）   木内産業経済課長。  

○産業経済課長（木内一徳君）   それでは議案書の１６０ページ、お願いします。  

 最初の質問の目３農業振興費、説明欄のクラインガルテン事業経費のうち、施設

改修工事費１４９万６ ,０００円の工事内容でございます。  

 令和７年度にクラインガルテンの交流施設に猛暑対策としてエアコンを設置いた

します。交流施設の天井が特殊な形状で、天井設置型のエアコンが設置できないた

め、２９畳用の家庭用エアコンを２台設置いたします。工事内容はエアコンの設置

費用とこれに伴う電気工事等でございます。暑くなる前の早い時期の工事着工を予

定しております。  

 次の質問、議案書の１６４ページお願いいたします。  

 款６の農林水産業費、項３農地費、目２の土地改良維持費、農道用水等維持補修

工事費５ ,３００万円でございます。  

 現在、雪窓湖は公園内の池を囲うように遊歩道が設置されていますが、池の西側

が未整備となっているため、池を周回できるよう遊歩道を整備する計画です。遊歩

道の整備にあわせて、雪窓湖周辺に施設利用者が休憩できるベンチや、雪窓湖の農

業用ため池としての役割や歴史を案内する看板を設置する予定です。  

 遊歩道整備により、施設利用者が安全に園内を散策できるようになり、公園の利

便性が向上します。また、池の管理道路として活用することで、日常の維持管理が

しやすくなります。これら周辺環境を整備して、農業用ため池の用水の確保のみな

らず、町民の憩いの場の創出や、生物の生息、生育場所の保全、自然環境の学びの

場など、多面的な機能が発揮されることを期待しています。  

 今後につきましては、住民参加型のワークショップを開催し、町民の意見を募り、

最終的な整備計画を取りまとめ、令和７年度の事業執行を予定しています。  

 次、３つ目の質問です。１６５ページ。  

 商工会補助金の増額理由ということでございますが、増額の理由でございますが、

令和７年度に町商工会と連携して町内企業ガイドを作成します。この企業ガイド作

成に係る費用を町商工会に補助金として支出し、企業ガイドの冊子の作成と専用サ
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イトの立ち上げなどをしてもらいます。  

 町内企業では、新型コロナ以降、人手不足や人材確保の面で苦慮している状況が

あります。このような状況下、これまで町として町内企業の情報発信が不足してい

たことから、町内企業を掲載した企業ガイドを商工会とともに作成し、町内に広く

周知していくことで、町内出身の学生のＵターンにつなげていきたいと考えていま

す。  

 なお、企業ガイドの作成に当たっては、中学生の職業体験などとも連携を図り、

中学生による企業ＰＲや企業の感想なども掲載していくことを考えています。これ

により、中学生が町内企業を身近な存在として捉え、将来的な就職先として考えて

もらうことと、社会に広く配布される冊子の作成に携わることで、社会人としての

意識の醸成にも役立つものと考えています。  

 また、当町への移住を検討する方にとっては移住後の就業先が懸念材料でありま

すが、企業ガイドにより町内企業を紹介できるようになることで、当町への移住促

進、また企業にとっては人材確保につながることが期待できます。  

 このほか町内事業所に配布することで、企業間の事業マッチングにもつながるこ

とも考えられます。  

 企業ガイドの作成予定冊数は６ ,５００冊を予定していて、そのうち、町内の各

世帯配布用に５ ,０００冊、商工会加入事業者をはじめとする事業者用に５００冊、

そのほか区に加入されていないご家庭、移住者向けなどで１ ,０００冊を見込んで

います。  

 現時点では、町内２００事業者の掲載を見込み、冊子発行に係る経費で４００万

円、企業ガイドの専用サイト作成に係る経費で１８０万円、サイトの維持管理経費

で１８万円を見込んでいます。  

 この事業についても、県の元気づくり支援金の申請をしていますので、採択され

れば、事業費の４分の３を県からの補助として受けることができます。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   小林建設水道課長。  

○建設水道課長（小林  靖君）   議案書１７３ページ、お願いいたします。  

 目１都市計画総務費、説明欄一番下になります。空家実態調査業務についてです

が、当町の空家実態調査は、平成２７年度の調査以降、新たに空き家となっている
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家屋の調査を行っておりません。そのため、予算計上した空家実態調査を業務委託

し、上水道の閉栓、また開栓の情報、航空写真を活用しまして、空き家であろう家

屋を抽出した後、現地踏査をして、新たな空き家を把握してまいります。  

 また、令和２年度時点で空き家認定しております２７２件のフォローアップもあ

わせて、この調査で行う予定でございます。  

 業務委託の完了後は、町が把握した空き家の所有者に対して、空き家の利用状況

ですとか、空き家になった時期、修繕、または取り壊し等の予定であったり、利活

用の希望などを意向調査実施いたします。回答を基に地域振興係と連携して、空き

家所有者の意向を確認し、空き家解消に向けた施策の資料として活用してまいりま

す。  

 続いて、議案書１７６ページをお願いいたします。  

 目１住宅管理費、説明欄中段になりますが、景観計画策定支援業務委託でござい

ます。  

 こちら支援業務のこれまでの経過につきましては、令和６年度に公募型プロポー

ザル方式により景観計画策定に向けた支援業務の請負業者を選定してまいりました。

その後、景観計画を策定するに当たり幅広い観点から検討を行うため、御代田町景

観計画策定委員会を設置し、委員数は１０名で、うち１名は町民からの公募により

選任したところでございます。  

 令和７年２月に第１回策定委員会を開催いたしました。また、今月は当町の景観

の魅力や課題、今後の景観づくりに対するご意見等をいただくため、３月１５日、

３月２２日の２日間、町内を３地区に分けまして、住民参加型のワークショップを

開催してまいります。  

 令和７年度の業務委託内容についてですが、住民アンケートの実施、景観計画策

定委員会運営支援、パブリックコメント実施支援、景観計画案の作成、景観条例の

作成、また、関係条例等修正の支援、景観計画概要版の作成が業務内容となってお

ります。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   尾関充紗議員。  

○２番（尾関充紗君）   雪窓湖遊歩道整備工事３ ,０００万円について、住民参加型ワー

クショップ開催予定とのことですけれども、こちらの開催時期や回数について検討
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はできているかお聞かせください。  

○議長（荻原謙一君）   木内産業経済課長。  

○産業経済課長（木内一徳君）   開催時期は今のところ５月を予定しています。回数につ

いては、まだちょっとはっきりしていませんが、５月に開催を予定しています。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   尾関充紗議員。  

○２番（尾関充紗君）   以上です。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

 赤田憲子議員。  

○６番（赤田憲子君）   議案書の１７５ページ、お願いいたします。  

 款８土木費、項４都市計画費、目２公園管理費、説明欄１２０２０、公園管理委

託料２ ,２６０万円について伺います。  

 前回の定例会で黒岩議員の一般質問において、公園の草刈りや落ち葉処理などが

不十分であるとの住民の声が多く寄せられ、特に龍神公園、昇龍公園の管理体制の

見直しが求められました。その際、草刈りの回数や、回数の適正化や委託業者の作

業分散化を含め管理方法を検討するとの答弁がありました。  

 今年度の公園管理委託料は、昨年度比１５６万６ ,０００円増となっていますが、

この増額は、物価や人件費の高騰及び管理方法の見直しによるものと考えられます。

そこで、植栽や草刈りの契約内容について、昨年度と比べてどのように変更する予

定か、また、住民からの要望を踏まえ管理体制の改善につながる具体的な対応など、

どのように考えているのか、お伺いいたします。  

○議長（荻原謙一君）   小林建設水道課長。  

○建設水道課長（小林  靖君）   それでは、お答えいたします。  

 まず、植栽や草刈り等の回数また業務内容について担当の中で精査をしましたが、

公園管理業務委託の草刈りの回数や植栽の剪定、施肥といった回数につきましては、

変更はございません。ただし、龍神まつりであったり、フォトフェスといったイベ

ント開催時、また、その年の天候にもよって草の伸びが違ったりもしてまいります

ので、そういったところは通常の業務委託とは別に、シルバ人材センター、また民

間の就労支援施設、また御代田町入札参加資格者名簿に登録されていて、業務内容

が草刈りまた植栽管理等で登録されている事業者のほうと別途契約を締結し、ご協
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力をいただく考えでございます。  

 なお、この別途草刈り増加分として、令和７年度１４０万円を見込んでございま

す。  

 また、令和７年度からは、公共施設の維持管理部署として、維持管理係が建設水

道課に置かれることになります。担当職員による公園のパトロール等も、これまで

以上に強化し、状況の確認ができるものと考えております。  

 次に、住民からの要望を踏まえ、管理体制の改善につながる具体的対応というこ

とでございますけども、今申し上げました建設水道課に維持管理係を置かれます。

これ維持管理の専門ということになりますので、まずは公園、道路の維持管理を担

当いたします。先ほどのお答えと重複しますけども、担当職員による公園のパト

ロール等もこれまで以上に強化し、状況の確認ができるものと考えております。  

 また、公園管理の業務委託においては、請負業者から翌月の作業スケジュールを

報告するよう仕様書へ追加する予定でございます。このスケジュールを把握するこ

とで、公園の状況から追加の業務発注が必要かどうか検討することができます。  

 いずれにしましても、ここ２年ほどご心配のご意見を多数頂戴しておりますので、

道路、公園等をきれいに保っていくことに注力してまいります。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   赤田憲子議員。  

○６番（赤田憲子君）   はい、終わります。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

 黒岩  旭議員。  

○５番（黒岩  旭君）   １件質問します。  

 議案書１８０ページ、款９消防費、項１消防費、目４災害対策費、説明欄

１２０６０、防災士養成研修講座委託料３８２万８ ,０００円。これについてです

けれども、地域防災力向上の担い手となる人材を育成するため、防災士を本年令和

６年度から５か年計画で３００人程度養成することを目標に始めたものと理解して

おります。  

 １人当たり６万円相当の補助して行う事業になりますので、今後防災士の方には、

どんな役割や活動を担ってもらい、町の地域防災力の向上につなげようと考えてい

るのかお聞きします。  



２２６ 

○議長（荻原謙一君）   荻原総務課長。  

○総務課長（荻原春樹君）   お答えをいたします。  

 防災士養成研修講座委託料でございますけれども、こちら６年度からの新たな試

みとなっておりますが、本年度は定員いっぱいの５６名の方に申込みをいただき、

本年１月２５、２６日の２日間の研修と試験を受けていただいたところでございま

す。  

 当日体調不良などの都合により参加できなかった方もいらっしゃいましたが、

５３名の方が試験に合格をしまして、防災士として活躍していただくこととなりま

す。  

 今後、町としましては、本事業で防災士となられた方を防災士ネットワークとし

て位置づけまして、地域や職場、学校での防災講演依頼があった際には、情報防災

係にある程度の人数随行いただきまして、講演の仕方や進行の方法を学んでいただ

き、ノウハウの蓄積ができたところで、今度は講演する側に回ってもらうなど考え

ているところでございます。  

 また、毎年研修会を実施しまして、知識のアップデートとつながりの維持をして

図ってまいりたいというふうに考えております。  

 さらに、地域の防災訓練ですとか、実際に災害時の避難所開設や被災状況の確認

などの役割を担っていただきたいということで、このようにして、地域防災力向上

にご協力いただくよう進めていきたいと考えております。  

 以上です。  

○議長（荻原謙一君）   黒岩  旭議員。  

○５番（黒岩  旭君）   終わります。  

○議長（荻原謙一君）   ほかに質疑はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１５  議案第２５号  令和７年度御代田財産区特別会計  

予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１５  議案第２５号  令和７年度御代田財産区特別会計予

算案についてを議題とします。  



２２７ 

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１６  議案第２６号  令和７年度小沼地区財産管理特別会計  

予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１６  議案第２６号  令和７年度小沼地区財産管理特別会

計予算案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１７  議案第２７号  令和７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１７  議案第２７号  令和７年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計予算案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１８  議案第２８号  令和７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計  

予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第１８  議案第２８号  令和７年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計予算案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１９  議案第２９号  令和７年度御代田町後期高齢者医療特別会計  

予算案について－－－    



２２８ 

○議長（荻原謙一君）   日程第１９  議案第２９号  令和７年度御代田町後期高齢者医療

特別会計予算案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２０  議案第３０号  令和７年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計  

予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２０  議案第３０号  令和７年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２１  議案第３１号  令和７年度御代田小沼水道事業会計  

予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２１  議案第３１号  令和７年度御代田小沼水道事業会計

予算案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２２  議案第３２号  令和７年度御代田町下水道事業会計  

予算案について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２２  議案第３２号  令和７年度御代田町下水道事業会計

予算案についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 



２２９ 

－－－日程第２３  議案第３３号  令和６年度御代田町一般会計補正  

予算案（第９号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２３  議案第３３号  令和６年度御代田町一般会計補正予

算案（第９号）についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２４  議案第３４号  令和６年度小沼地区財産管理特別会計補正  

予算案（第２号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２４  議案第３４号  令和６年度小沼地区財産管理特別会

計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２５  議案第３５号  令和６年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計  

補正予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２５  議案第３５号  令和６年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２６  議案第３６号  令和６年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正  

予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２６  議案第３６号  令和６年度御代田町介護保険事業勘

定特別会計補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    



２３０ 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２７  議案第３７号  令和６年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正  

予算案（第２号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２７  議案第３７号  令和６年度御代田町後期高齢者医療

特別会計補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２８  議案第３８号  令和６年度御代田小沼水道事業会計補正  

予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２８  議案第３８号  令和６年度御代田小沼水道事業会計

補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２９  議案第３９号  令和６年度御代田町下水道事業会計補正  

予算案（第５号）について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第２９  議案第３９号  令和６年度御代田町下水道事業会計

補正予算案（第５号）についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 以上で、全ての議案に対する質疑を終わります。  

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第１３号から議案第３９号まで

については、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付してあります議案付託

表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。  



２３１ 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に付託するこ

とに決しました。  

 

－－－日程第３０  報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社事業計画及び  

予算の報告について－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３０  報告第２号  令和７年度御代田町土地開発公社事業

計画及び予算の報告についてを議題とします。  

 これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって、令和７年度御代田町土地開発公社事業計画

及び予算の報告を終わります。  

 

－－－日程第３１  請願第２号  危機的農業経営に関する請願－－－    

○議長（荻原謙一君）   日程第３１  請願第２号  危機的農業経営に関する請願について

は、お手元に配付してあります請願付託表のとおり、会議規則第９２条の規定によ

り、所管の常任委員会に付託しますので審査願います。  

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。  

散  会  午前１１時５０分  


